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「化学事故予防管理計画」施行に関する細部事項を規定している「化学物質管理法」施行令の一部改正案（以下「改正案」

といいます。）が去る３月２３日付で国務会議の議決を通過したことにより、４月１日から施行される予定です。改正案は

、別途運営されていた場外影響評価書と危害管理計画書を「化学事故予防管理計画書」として統合・運営することを骨子と

する化学物質管理法の改正案施行（２０２１年４月１日施行予定）に備え、場外影響評価書と危害管理計画書に関する事項

を化学事故予防管理計画書に関する事項として関連規定の整備をその目的としています。

以下では、化学事故予防管理計画の導入を含め、２０２１年４月１日の施行を控える化学物質管理法改正案に基づく主な変

化および示唆点について検討します。

 

１. 化学事故予防管理計画制度の導入の背景

改正前の化学物質管理法によると、有害化学物質の取扱施設を設置・運営しようとする者は、あらかじめ化学事故の場外影

響評価書*を作成・提出しなければならず、有害化学物質のうち事故対備物質**を一定規模以上取り扱う者は、これとは別に

、５年単位で危害管理計画書***を作成・提出する義務も負っていました。

しかし、（i）場外影響評価書と危害管理計画書との重複または代替され得る内容が相当あり（約４７％）、（ii）化学事故

の予防（場外評価）制度と対応（危害管理）制度との間の連携性を高める必要があるという点を考慮し、環境部は、場外影

響評価書と危害管理計画書を統合して一つの「化学事故予防管理計画書」として提出するものとし、これに対する統合審査

を実施することとしました。

* 化学事故発生時の周辺環境に及ぼす影響を評価した報告書

** 有害化学物質の中の急性毒性・爆発性等が強く化学事故の発生可能性が高いか、化学事故が発生した場

合、その被害規模が大きいものと懸念される物質

*** 取り扱う事故対備物質および該当物質の取扱施設に関する情報、関連する化学事故発生時への対備シ

ステム等を盛り込んだ報告書



 

２. 化学事故予防管理計画の施行および化学物質管理法改正による主な変

化

（１）化学事故予防計画導入等による主な変化

改正前 改正後

有害化学物質取扱時の場外影響評価書および危害管理計画書

の提出義務の負担、各々審査を進める

２つの書類を化学事故予防管理計画書として統合 → 提出

書類の減少化および審査期間の短縮（６０日 → ３０日）

有害化学物質の取扱施設を取扱量と無関係に場外影響評価書

の提出

学校、実験室等の事故時の外部影響がない少量取扱施設は

提出免除

有害物質上下車作業時の化学物質管理者が直接参加する義務

の負担 → 同時多発的な作業進行時の作業に長時間所要

管理者だけでなく安全教育を受けた取扱者のうち指定を受

けた者も参加可能 → 現場で柔軟な安全管理が可能

有害化学物質取扱の請負時の一部内容が変更される場合にも

すべての内容を再作成して請負申告

請負申告変更規定の新設、変更された事項のみを作成して

申告可能

有害化学物質取扱施設は危険度とは無関係に定期・随時検査

の実施
研究室と学校施設は定期・随時検査対象から免除

 

（２）化学事故予防管理計画書の作成・履行義務の差等化

分類 改正前 改正後

１群
事故対備物質・有害化学物質の上位

規定数量以上の取扱事業場

場外影響評価書・危害管理計画書

の提出

化学事故予防管理計画書の提出

（１群用）

２群
有害化学物質の上位・下位規定の数

量取扱事業場
場外影響評価書の提出

化学事故予防管理計画書の提出

（２群用、１群用から外部非常

対応計画を除く）

３群
有害化学物質の下位規定の数量未満

取扱事業場、臨時使用施設等
（簡易）場外影響評価書の提出 免除

 

（３）改正案の主な変化

分類 内容

有害化学物質管理者の職務変更 危害管理計画書の作成・提出から化学事故予防管理計画書の作成・提出およ



び履行に必要な措置へと変更

有害化学物質取扱担当者の範囲変更 危害管理計画書の作成担当者から化学事故予防管理計画書の担当者へと変更

 

３. 示唆点

改正化学物質管理法は、場外影響評価・危害管理計画書を統合して事業場における関連書類の作成および審査に関する負担

を軽減し、現場運営の難点を法改正に反映することにより、各事業場が実質的な化学事故予防活動により集中し、提出した

化学事故予防管理計画書を忠実に履行するようサポートすることに、その目的があると言えます。ただし、今後実質的な側

面においては、化学事故に対する管理・監督が強化されるものと予想されるところ、これに対する各企業における対策づく

りが必要であると言えます。

上記内容につき、ご質問等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。より詳細な内容について対応させて頂き

ます。

 

※ 法務法人(有)世宗のニュースレターに掲載された内容および意見は、一般的な情報提供の目的で発行されたものであり、

ここに記載された内容は、法務法人(有)世宗の公式的な見解や具体的な事案についての法的な意見ではないことをお知らせ

致します。
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